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原 子 力 規 制 庁  

 

１．趣旨 

本議題は、第211回国会に提出された「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体

制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律」（以下「改正法」と

いう。）の成立及び施行に向けた今後の対応について、原子力規制委員会に報告

するものである。 

 

２.経緯 

令和４年度第72回原子力規制委員会（令和５年２月13日）にて了承された原子

炉等規制法1の一部改正案については、改正法案に盛り込まれ、令和５年２月28

日に閣議決定され、第211回国会（閣法第26号）に提出された。 

その後、同年４月27日に衆議院本会議で改正法案を修正のうえ可決され、同年

５月31日に参議院本会議において可決され、本日（６月７日）公布される予定（参

考１）。改正法案からの修正は参考２のとおり。 

また、衆議院、参議院において参考３、参考４のとおりそれぞれ附帯決議がな

された。 

 

３．今後の対応 

改正法においては、公布後２年以内に長期施設管理計画の認可制度（以下「新

制度」という。）を導入することとなり、新制度への円滑な移行を行うための準

備をするための手続（以下「準備行為」という。）は公布後６か月以内に開始す

る必要がある2。新制度の導入に向けた規則、審査基準等の検討については、「高

経年化した発電用原子炉の安全規制に関する検討チーム」において引き続き検

討を進める。それぞれの段階で必要となる主な政令・規則等は以下のとおり。 

（１）準備行為の施行：公布の日から６か月以内（改正法附則第１条第３号関係） 

・施行期日を定めるための政令の制定 

・準備行為の手数料を定めるための政令の制定 

・実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則等の改正（長期施設管理計

画の細目等を整備） 

・実用発電用原子炉施設の長期施設管理計画の審査基準（仮称）の制定 

・実用発電用原子炉施設の長期施設管理計画の記載要領（仮称）の制定 

 

（２）本施行：公布の日から２年以内（改正法附則第１条第４号関係） 

・施行期日を定めるための政令の制定（準備行為に対する十分な審査期間を

確保できるよう措置する方針） 

・核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の改正（長

 
1 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和 32 年法律第 166 号） 
2 原子炉等規制法第 78 条第 25 号の２の規定の一部改正については公布後 10 日 

資料３ 
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期施設管理計画の申請時の手数料等の整備） 

・保安規定審査基準3の改正（長期停止炉に関する規定の整備） 

・保安措置等ガイド4の改正（長期停止炉に関する規定の整備） 

 

（３）その他必要な規程類の整備 

準備行為や本施行の際の事務手続等に必要となる行政手続法に基づく審査

基準、標準処理期間等を定めるための規程や原子力規制委員会行政文書管理要

領（専決処理に関する規程）の規程類を整備するとともに、改正に伴い形式的

な変更が必要なものに関する規程類の整備を行う。 

 

 

○添付資料 

参考１ 第211回国会審議過程 

参考２5 脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業

法等の一部を改正する法律案に対する修正案 新旧対照表 

参考３6 衆議院附帯決議 

参考４7 参議院附帯決議 

参考５ 各段階で制定・改正等が必要となる主な法令等 

  

 
3 実用発電用原子炉及びその附属施設における発電用原子炉施設保安規定の審査基準 
4 原子力事業者等における使用前事業者検査、定期事業者検査、保安のための措置等に係る運用ガイド 
5 衆議院法制局 HP

（https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/housei/html/h-

shuhou211.html） 
6 衆議院 HP

（https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_rchome.nsf/html/rchome/Futai/keizai58D99833FD9F591D4

925899E000AE818.htm） 
7 参議院 HP（https://www.sangiin.go.jp/japanese/gianjoho/ketsugi/current/futai_ind.html） 
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（参考１） 

 

第２１１回国会審議過程 
令和５年３月30日 衆議院 本会議 

・提案理由説明 

    ４月５日 衆議院 経済産業委員会 

・対政府質疑 

    ４月７日 衆議院 経済産業委員会 

・対政府質疑 

    ４月12日 衆議院 経済産業委員会 

・対政府質疑 

    ４月14日 衆議院 経済産業委員会 

・対参考人質疑 

    ４月19日 衆議院 経済産業委員会、環境委員会、原子力問題

調査特別委員会 連合審査会 

・対政府質疑 

    ４月26日 衆議院 経済産業委員会 

・対政府質疑 

・採決（修正） 

・附帯決議の採択 

    ４月27日 衆議院 本会議 

・修正議決 

    ５月10日 参議院 本会議 

・提案理由説明 

    ５月11日 参議院 経済産業委員会 

・対政府質疑 

    ５月16日 参議院 経済産業委員会 

・対政府質疑 

    ５月18日 参議院 経済産業委員会 

・対政府質疑 

    ５月23日 参議院 経済産業委員会、環境委員会 連合審査会 

・対政府質疑 

    ５月25日 参議院 経済産業委員会 

・対参考人質疑 

    ５月30日 参議院 経済産業委員会、内閣委員会 連合審査会 

・対政府質疑 

参議院 経済産業委員会 

・対政府質疑 

・採決（可決） 

・附帯決議の採択 

    ５月31日 参議院 本会議 

・採決（可決） 

    ６月７日 公布（予定） 
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一 

〇
脱
炭
素
社
会
の
実
現
に
向
け
た
電
気
供
給
体
制
の
確
立
を
図
る
た
め
の
電
気
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案 

対
照
表 

◎
原
子
力
基
本
法
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
（
第
五
条
関
係
） 

（
傍
線
部
分
は
修
正
部
分
） 

修 

正 

後 

修 

正 

前 

 

（
国
の
責
務
） 

第
二
条
の
二 

（
略
） 

２ 

国
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
し
て
の
原
子
力
利
用
に
当
た
つ
て
は
、
原
子
力
施

設
（
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
。
次
条
第
四
号
及
び
第
二
条
の
四
第
一
項
に

お
い
て
「
原
子
炉
等
規
制
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
原
子

力
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
安
全
性
の
向
上
に
不
断
に
取
り
組
む
こ
と

等
に
よ
り
そ
の
安
全
性
を
確
保
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
原
子
力
事
故
に

よ
る
災
害
の
防
止
に
関
し
万
全
の
措
置
を
講
じ
つ
つ
、
原
子
力
施
設
が
立
地

す
る
地
域
及
び
電
力
の
大
消
費
地
で
あ
る
都
市
の
住
民
を
は
じ
め
と
す
る
国

民
の
原
子
力
発
電
に
対
す
る
信
頼
を
確
保
し
、
そ
の
理
解
と
協
力
を
得
る
た

め
に
必
要
な
取
組
並
び
に
地
域
振
興
そ
の
他
の
原
子
力
施
設
が
立
地
す
る
地

域
の
課
題
の
解
決
に
向
け
た
取
組
を
推
進
す
る
責
務
を
有
す
る
。 

 

 

（
国
の
責
務
） 

第
二
条
の
二 

（
略
） 

２ 

国
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
し
て
の
原
子
力
利
用
に
当
た
つ
て
は
、
原
子
力
施

設
（
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
。
次
条
第
四
号
及
び
第
二
条
の
四
第
一
項
に

お
い
て
「
原
子
炉
等
規
制
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
原
子

力
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
安
全
性
の
向
上
に
不
断
に
取
り
組
む
こ
と

等
に
よ
り
そ
の
安
全
性
を
確
保
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
原
子
力
事
故
に

よ
る
災
害
の
防
止
に
関
し
万
全
の
措
置
を
講
じ
つ
つ
、
原
子
力
施
設
が
立
地

す
る
地
域
の
住
民
を
は
じ
め
と
す
る
国
民
の
原
子
力
発
電
に
対
す
る
信
頼
を

確
保
し
、
そ
の
理
解
を
得
る
た
め
に
必
要
な
取
組
及
び
地
域
振
興
そ
の
他
の

原
子
力
施
設
が
立
地
す
る
地
域
の
課
題
の
解
決
に
向
け
た
取
組
を
推
進
す
る

責
務
を
有
す
る
。 

  
 

（参考２）
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二 

◎
脱
炭
素
社
会
の
実
現
に
向
け
た
電
気
供
給
体
制
の
確
立
を
図
る
た
め
の
電
気
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第 

 
 

号
） 

（
傍
線
部
分
は
修
正
部
分
） 

修 

正 

後 

修 

正 

前 

 
 

 

附 
則 

 

（
検
討
） 

第
十
八
条 

（
略
） 

２ 

政
府
は
、
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
後
五
年
を
経
過
し

た
後
適
当
な
時
期
に
お
い
て
、
新
電
気
事
業
法
の
規
定
の
実
施
状
況
、
原
子

力
施
設
（
原
子
炉
等
規
制
法
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
原
子
力
施
設
を
い

う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
立
地
す
る
地
域
及
び
電
力
の
大
消
費

地
で
あ
る
都
市
の
住
民
を
は
じ
め
と
す
る
国
民
の
原
子
力
発
電
に
対
す
る
理

解
の
状
況
、
原
子
力
施
設
の
安
全
性
の
向
上
を
図
る
た
め
の
原
子
力
事
業
者

（
新
原
子
力
基
本
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
原
子
力
事
業
者
を
い
う
。
）

の
取
組
の
状
況
、
発
電
用
原
子
炉
（
原
子
炉
等
規
制
法
第
二
条
第
五
項
に
規

定
す
る
発
電
用
原
子
炉
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
開
発
及
び
建
設

の
状
況
、
原
子
力
に
関
す
る
技
術
開
発
の
状
況
、
電
気
の
需
給
の
状
況
、
経
済

社
会
情
勢
の
変
化
等
を
勘
案
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
新
電
気

事
業
法
の
規
定
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措

置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

政
府
は
、
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
後
五
年
以
内
に
、

新
原
子
炉
等
規
制
法
の
施
行
の
状
況
、
原
子
力
規
制
委
員
会
に
よ
る
発
電
用

原
子
炉
の
設
置
の
許
可
等
に
係
る
審
査
の
効
率
化
及
び
審
査
体
制
の
充
実
を

 
 

 

附 

則 

 

（
検
討
） 

第
十
八
条 

（
略
） 

２ 

政
府
は
、
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
後
五
年
を
経
過
し

た
後
適
当
な
時
期
に
お
い
て
、
新
電
気
事
業
法
の
規
定
の
実
施
状
況
、
原
子

力
施
設
（
原
子
炉
等
規
制
法
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
原
子
力
施
設
を
い

う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
立
地
す
る
地
域
の
住
民
を
は
じ
め
と

す
る
国
民
の
原
子
力
発
電
に
対
す
る
理
解
の
状
況
、
原
子
力
施
設
の
安
全
性

の
向
上
を
図
る
た
め
の
原
子
力
事
業
者
（
新
原
子
力
基
本
法
第
二
条
第
三
項

に
規
定
す
る
原
子
力
事
業
者
を
い
う
。
）
の
取
組
の
状
況
、
原
子
炉
等
規
制
法

第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
発
電
用
原
子
炉
の
開
発
及
び
建
設
の
状
況
、
原

子
力
に
関
す
る
技
術
開
発
の
状
況
、
電
気
の
需
給
の
状
況
、
経
済
社
会
情
勢

の
変
化
等
を
勘
案
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
新
電
気
事
業
法
の

規
定
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず

る
も
の
と
す
る
。 

 

３ 

政
府
は
、
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
後
五
年
以
内
に
、

新
原
子
炉
等
規
制
法
の
施
行
の
状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に

基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 
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三 

含
め
た
発
電
用
原
子
炉
施
設
（
原
子
炉
等
規
制
法
第
四
十
三
条
の
三
の
五
第

二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
を
い
う
。
）
の
安
全
の
確
保
の

た
め
の
規
制
の
在
り
方
等
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て

必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

（
略
） 

 

    

４ 

（
略
） 
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（参考３） 

脱
炭
素
社
会
の
実
現
に
向
け
た
電
気
供
給
体
制
の
確
立
を
図
る
た
め
の
電
気
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議 

 
政
府

本
法
施
行
に
当

次
の
諸
点
に
つ
い
て
十
分
配
慮

 

 

一 

を
超
え
て
運
転
す
る
発
電
用
原
子
炉

長
期
施
設
管
理
計
画
等
の
審
査
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
り
原
子
力
規
制
委
員
会
の
業
務
が
増
大
す
る
中

再
稼
働
等
に
係
る
審
査
業
務
の
円
滑
化
を
図

原
子
力
規
制
委
員
会

審
査
業
務
の
効
率
化
に
努

事
業
者
等
と

の

を
適
切
か
つ
積
極
的
に
進

手
戻
り
の
な
い
よ
う
努

と
の
打
ち
合
わ
せ
等
の
議
事
録
や
会
議
資
料

国
民

に
説
明

整
理

保
存
に
努

 

 

二 

発
電
用
原
子
炉
の
運
転
期
間
の
除
外
期
間
を
算
定
す
る
基
準
を
具
体
化
す
る
に
当

原
子
力
規
制
委
員
会
に
よ
る
適
合
性
審
査

事
業
者
に
よ
る
産
業
全
体

の
取
組
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
る
科
学
的
な
見
地
か
ら
の
意
見
等
も
念
頭
に
置

分
か
り
や
す
い
も
の
と
な
る
よ
う
に
策
定
す
る
よ
う
努

 

 

三 

原
子
力
発
電
所
の
廃
炉
は
長
期
間
を
要
す
る
こ
と
を
踏

今
後
本
格
化
し
て
い
く
廃
炉
の
円
滑
か
つ
着
実
な
実
施
を
推
進
し
て
い
く
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る

特

廃
炉
に
伴
う
放
射
性
廃
棄
物

処
分
場
の
確
保
や
ク
リ
ア
ラ
ン
ス
の
推
進
等
の
取
組
が
着
実
に
進
む
よ
う
に
必
要
な
措
置
を
講

 

 

四 

原
子
力
事
業
者
が
原
子
力
施
設
の
安
全
性
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
投
資
を
行
う
こ
と
そ
の
他
の
安
定
的
に
そ
の
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
事
業
環
境
を
整
備
す
る

た
め
の
施
策

安
全
性
の
確
保
を
大
前
提

必
要
な
規
模
を
持
続
的
に
活
用

再
生
可
能

の
拡
大
を
図
る
中

可
能
な
限
り
原
発
依

存
度
を
低
減
す
る
こ
と
と
し
た
第
六
次

基
本
計
画
と
の
整
合
性
を
図

 

 

五 

安
全
確
保
を
大
前
提
と
し
た
原
子
力
施
設
の
研
究
や

の
安
全
の
た
め
の
施
策
が
長
期

必
要
と
な
る
こ
と
を
踏
ま

原
子
力
事
業
者
を
取
り
巻
く
経
営
環
境

施
設
の
安
全
性
の
向
上
等
に
事
業
者
が
確
実
に
取
り
組

必
要
な
人
材
の
確
保
及
び

技
術
の
維
持
・
強
化
等
に
向
け
た
事
業
環
境
の
整
備
を
進
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六 

原
子
力
規
制
委
員
会
及
び
原
子
力
規
制
庁

事
業
者
に
規
制
基
準
を
遵
守
す
る
よ
う
求
め
る
立
場

規
制
と
利
用
の
分
離
の
重
要
性
に
鑑

組
織
内
部

の
ガ
バ
ナ
ン
ス

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の

に
不
断
に
取
り
組

主
体
性

制
度
の
運
用
に
当

検
証
結
果
や
取
組
状
況
等
を

公
表

 

 

七 

太
陽
光
パ
ネ
ル
等
の
再
生
可
能

発
電
設
備

耐
用
年
数
経
過
後
の
廃
棄
物
の
発
生
を
抑
制
す
る
観
点

設
備
の
リ
サ
イ
ク
ル
シ
ス
テ
ム
の

に
必
要
な
措
置
を
講

 

 

八 

太
陽
光
発
電

大
き
な

を
有
す
る
営
農
型
太
陽
光
発
電
の
農
業
政
策
に
留
意
し
た
普
及

地
域
と
の
共
生
を
前
提

最
大
限
の
導
入

及
び
維
持
管
理
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る

太
陽
光
パ
ネ
ル
を
特
定
の
国
か
ら
の
調
達
に
依
存
し
て
い
る
現
状
を
早
期
に
是
正

実
用
化
が
期
待
さ
れ

る
ペ
ロ
ブ
ス
カ
イ
ト
太
陽
電
池
を
は
じ
め
と
し
た
太
陽
光
発
電
に
関
わ
る
産
業
の
国
内
に
お
け
る

の
構
築
を
促
進

 

 

九 

原
子
力

安
全
性
の
確
保
を
大
前
提

必
要
な
規
模
を
持
続
的
に
活
用

再
生
可
能

の
拡
大
を
図
る
中

可
能
な
限
り
原
発
依
存

度
を
低
減
す
る
こ
と
と
し
た
第
六
次

基
本
計
画
を
踏

再
生
可
能

を
中
心
と
し
た

を
含
む
自
立
・
分
散
型

シ
ス
テ
ム
の
構
築
を
進

 

 

十 

法
令
違
反
を
行

再
生
可
能

発
電
事
業
計
画
の
認
定
を
受
け
た
事
業
者
に
対
す
る
交
付
金
相
当
額
積
立
金
制
度

同
計
画
を
認
定
す
る
際
の
事
業

者
に
対
す
る
住
民
へ
の
説
明
の

へ
の
監
督
義
務
の
創
設

本
法
で
行
わ
れ
る
規
制
の
強
化

二
〇
五
〇
年

の

実
現
に
向

再
生
可
能

の
普
及
拡
大
に
対
し
て
必
要
以
上
の
制
約

実
施
状
況
を
把
握

必
要
に
応
じ
適
切
か
つ
柔
軟
に
制
度
の

改
善
を
図

景
観
・
環
境
へ
の
影
響
そ
の
他
の
課
題
に
つ
い
て
地
方
自
治
体
が
主
体
的
な
立
場
で
解
決
に
つ
な
げ
る
た
め
の
条
例
を
定
め
る
こ
と
等
に
対
し

必
要
な
支
援
を
行

地
域
社
会
と
の
調
和
の
中
で
再
生
可
能

の
普
及
が
進
む
よ
う
努

 

 

十
一 

再
生
可
能

の
導
入
拡
大
に
向
け
た
系
統
整
備
を
進
め
る
に
当

二
〇
一
八
年
九
月
六
日
に
発
生
し
た
北
海
道
胆
振
東
部
地
震
に
起
因
す
る
北
海

道
に
お
け
る
大
規
模
停
電
等
の
事
態
を
踏

災
害
等
に
備
え
て
重
層
的
に
電
力
を
供
給
で
き
る

を
整

各
地
域
に
新
た
な
電
力
需
要
が
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創
造
さ
れ
る
よ
う
必
要
な
支
援
を
行

 

 
十
二 
長
距
離
の
海
底
直
流

の
敷
設
を
伴
う
系
統
整
備
を
進
め
る
に
当

工
事
費
が
巨
額
で
あ
る
こ
と
に
加

当
該
系
統
整
備
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に

鑑

技
術
面
の
課
題
に
伴
う
仕
様
の

と
の

の
リ
ス
ク
の
発
現
等

費
用
や
工
期
な
ど
の
変
更
が
余
儀
な
く
さ
れ
た

業
者
が
負
担
す
る
事
業
費
の
増
大
等
の
リ
ス
ク
に
も
配
慮

事
業
者
の
予
見
性
を
高
め
る
よ
う
必
要
な
措
置
を
講

再
生
可
能

の
主
力
電
源

化
に
向
け
た
系
統
整
備
費
用
の
負
担

国
民
理
解
の
醸
成
に
取
り
組

 

 

十
三 

カ
ル
テ
ル
事
案
や
顧
客
情
報
不
正
閲
覧
事
案
等
の
電
気
事
業
に
お
け
る
市
場
環
境
を
揺
る
が
す
事
案
が
相
次
い
で
い
る
こ
と
に
鑑

電
力
シ
ス
テ
ム
改
革
の
効
果
を

検
証

の
在
り
方
や
電
気
事
業
法
等
に
お
け
る
法
令
遵
守
を
担
保
す
る
た
め
の
措
置
の

ガ
ス
取
引
監
視
等
委
員
会
等
に
よ
る

取
組
の
在
り
方
等
に
つ
い
て
検
討
を
加

実
効
性
の
あ
る
取
組
を
早
急
に
進
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脱
炭
素
社
会
の
実
現
に
向
け
た
電
気
供
給
体
制
の
確
立
を
図
る
た
め
の
電
気
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に 

対
す
る
附
帯
決
議 

 

令

和

五

年

五

月

三

十

日 

参

議

院

経

済

産

業

委

員

会 

 

政
府
は
、
本
法
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
べ
き
で
あ
る
。 

 

一 

安
全
確
保
を
大
前
提
と
し
た
原
子
力
施
設
の
研
究
や
運
営
・
保
守
管
理
、
廃
止
措
置
等
、
原
子
力
の
安
全
の
た
め
の
施
策
が
長
期
に

わ
た
っ
て
必
要
と
な
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
原
子
力
事
業
者
を
取
り
巻
く
経
営
環
境
に
か
か
わ
ら
ず
、
施
設
の
安
全
性
の
向
上
、
バ
ッ
ク

エ
ン
ド
事
業
の
着
実
な
実
施
等
に
事
業
者
が
確
実
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
必
要
な
人
材
の
確
保
及
び
技
術
の
維
持
・
強
化

等
に
向
け
た
事
業
環
境
の
整
備
を
進
め
る
こ
と
。 

 

二 

原
子
力
規
制
委
員
会
及
び
原
子
力
規
制
庁
は
、
事
業
者
に
規
制
基
準
を
遵
守
す
る
よ
う
求
め
る
立
場
で
あ
る
こ
と
、
規
制
と
利
用
の

分
離
の
重
要
性
に
鑑
み
、
組
織
内
部
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
強
化
、
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
検
証
、
改
善
等
に
不
断
に
取
り
組
み
、
主
体
性
を
も
っ

て
制
度
の
運
用
に
当
た
る
と
と
も
に
、
そ
の
検
証
結
果
や
取
組
状
況
等
を
公
表
す
る
こ
と
。 

 

三 

原
子
力
事
業
者
が
原
子
力
施
設
の
安
全
性
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
投
資
を
行
う
こ
と
そ
の
他
の
安
定
的
に
そ
の
事
業
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
事
業
環
境
を
整
備
す
る
た
め
の
施
策
に
つ
い
て
は
、
安
全
性
の
確
保
を
大
前
提
に
、
必
要
な
規
模
を
持
続
的
に
活
用
し
つ

つ
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
拡
大
を
図
る
中
で
、
可
能
な
限
り
原
発
依
存
度
を
低
減
す
る
こ
と
と
し
た
第
六
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
基
本
計

画
と
の
整
合
性
を
図
る
こ
と
。 

 

四 

今
後
、
三
十
年
を
超
え
て
運
転
す
る
発
電
用
原
子
炉
に
つ
い
て
、
長
期
施
設
管
理
計
画
等
の
審
査
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
り
原
子
力

規
制
委
員
会
の
業
務
が
増
大
す
る
中
に
お
い
て
も
、
再
稼
働
等
に
係
る
審
査
業
務
の
円
滑
化
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
原
子
力
規

制
委
員
会
は
、
審
査
業
務
の
効
率
化
及
び
審
査
体
制
の
充
実
等
に
努
め
る
と
と
も
に
、
事
業
者
等
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
適
切

（参考４）
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か
つ
積
極
的
に
進
め
、
手
戻
り
の
な
い
よ
う
努
め
る
こ
と
。
そ
の
際
、
事
業
者
等
と
の
打
ち
合
わ
せ
等
の
議
事
録
や
会
議
資
料
は
、
国

民
に
説
明
で
き
る
よ
う
、
整
理
し
、
保
存
に
努
め
る
こ
と
。 

 
五 
発
電
用
原
子
炉
の
運
転
期
間
の
除
外
期
間
を
算
定
す
る
基
準
を
具
体
化
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
に
よ
る
適
合
性

審
査
や
、
事
業
者
に
よ
る
産
業
全
体
の
取
組
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
る
科
学
的
な
見
地
か
ら
の
意
見
等
も
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
分
か

り
や
す
い
も
の
と
な
る
よ
う
に
策
定
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。 

 

六 

原
子
力
発
電
所
の
廃
炉
は
長
期
間
を
要
す
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
今
後
本
格
化
し
て
い
く
廃
炉
の
円
滑
か
つ
着
実
な
実
施
を
推
進
し
て

い
く
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
特
に
、
廃
炉
に
伴
う
放
射
性
廃
棄
物
に
つ
い
て
、
処
分
場
の
確
保
や
ク
リ
ア
ラ
ン
ス
の
推

進
等
の
取
組
が
着
実
に
進
む
よ
う
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
廃
止
措
置
や
廃
棄
物
処
分
に
係
る
規
制
や
作
業
管
理
の
在
り

方
に
つ
い
て
、
諸
外
国
の
事
例
等
を
踏
ま
え
、
リ
ス
ク
レ
ベ
ル
に
応
じ
た
解
体
作
業
が
可
能
と
な
る
よ
う
検
討
を
進
め
る
こ
と
。 

 

七 

原
子
力
に
つ
い
て
は
、
安
全
性
の
確
保
を
大
前
提
に
、
必
要
な
規
模
を
持
続
的
に
活
用
し
つ
つ
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
拡
大
を

図
る
中
で
、
可
能
な
限
り
原
発
依
存
度
を
低
減
す
る
こ
と
と
し
た
第
六
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
基
本
計
画
を
踏
ま
え
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー

を
中
心
と
し
た
マ
イ
ク
ロ
グ
リ
ッ
ド
を
含
む
自
立
・
分
散
型
エ
ネ
ル
ギ
ー
シ
ス
テ
ム
の
構
築
を
進
め
る
こ
と
。 

 

八 

法
令
違
反
を
行
っ
て
い
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
事
業
計
画
の
認
定
を
受
け
た
事
業
者
に
対
す
る
交
付
金
相
当
額
積
立
金
制
度

や
、
同
計
画
を
認
定
す
る
際
の
事
業
者
に
対
す
る
住
民
へ
の
説
明
の
要
件
化
、
委
託
先
へ
の
監
督
義
務
の
創
設
な
ど
、
本
法
で
行
わ
れ

る
規
制
の
強
化
に
つ
い
て
は
、
二
〇
五
〇
年
カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
の
実
現
に
向
け
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
普
及
拡
大
に
対
し

て
必
要
以
上
の
制
約
と
な
ら
な
い
よ
う
、
そ
の
実
施
状
況
を
把
握
し
、
必
要
に
応
じ
適
切
か
つ
柔
軟
に
制
度
の
改
善
を
図
る
こ
と
。
ま

た
、
景
観
・
環
境
へ
の
影
響
そ
の
他
の
課
題
に
つ
い
て
地
方
自
治
体
が
主
体
的
な
立
場
で
解
決
に
つ
な
げ
る
た
め
の
条
例
を
定
め
る
こ

と
等
に
対
し
必
要
な
支
援
を
行
い
、
地
域
社
会
と
の
調
和
の
中
で
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
普
及
が
進
む
よ
う
努
め
る
こ
と
。 

 

九 

長
距
離
の
海
底
直
流
ケ
ー
ブ
ル
の
敷
設
を
伴
う
系
統
整
備
を
進
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
工
事
費
が
巨
額
で
あ
る
こ
と
に
加
え
、
当
該

系
統
整
備
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
技
術
面
の
課
題
に
伴
う
仕
様
の
変
更
、
利
害
関
係
者
と
の
調
整
、
自
然
災
害
の
リ
ス
ク
の
発

現
等
に
よ
り
、
費
用
や
工
期
な
ど
の
変
更
が
余
儀
な
く
さ
れ
た
際
、
事
業
者
が
負
担
す
る
事
業
費
の
増
大
等
の
リ
ス
ク
に
も
配
慮
し
、
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事
業
者
の
予
見
性
を
高
め
る
よ
う
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
主
力
電
源
化
に
向
け
た
系
統
整
備
費

用
の
負
担
に
つ
い
て
、
国
民
理
解
の
醸
成
に
取
り
組
む
こ
と
。 

 
十 
太
陽
光
パ
ネ
ル
等
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
に
つ
い
て
は
、
耐
用
年
数
経
過
後
の
廃
棄
物
の
発
生
を
抑
制
す
る
観
点
か
ら
、

設
備
の
リ
サ
イ
ク
ル
シ
ス
テ
ム
の
構
築
等
、
早
急
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

 

十
一 

太
陽
光
発
電
に
つ
い
て
は
、
地
域
と
の
共
生
を
前
提
に
、
最
大
限
の
導
入
及
び
維
持
管
理
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、

太
陽
光
パ
ネ
ル
を
特
定
の
国
か
ら
の
調
達
に
依
存
し
て
い
る
現
状
を
早
期
に
是
正
す
る
た
め
、
実
用
化
が
期
待
さ
れ
る
ペ
ロ
ブ
ス
カ
イ

ト
太
陽
電
池
を
は
じ
め
と
し
た
太
陽
光
発
電
に
関
わ
る
産
業
の
国
内
に
お
け
る
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
の
構
築
を
促
進
す
る
こ
と
。 

 

十
二 

カ
ル
テ
ル
事
案
や
顧
客
情
報
不
正
閲
覧
事
案
等
の
電
気
事
業
に
お
け
る
市
場
環
境
を
揺
る
が
す
事
案
が
相
次
い
で
い
る
こ
と
に
鑑

み
、
安
定
供
給
と
の
整
合
や
災
害
等
へ
の
迅
速
な
対
応
等
を
含
め
、
電
力
シ
ス
テ
ム
改
革
の
影
響
や
課
題
等
を
検
証
し
、
発
電
、
送
配

電
、
小
売
事
業
の
在
り
方
や
電
気
事
業
法
等
に
お
け
る
法
令
遵
守
を
担
保
す
る
た
め
の
措
置
の
強
化
、
電
力
・
ガ
ス
取
引
監
視
等
委
員

会
等
に
よ
る
取
組
の
在
り
方
等
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
実
効
性
の
あ
る
取
組
を
早
急
に
進
め
る
こ
と
。 

 
 

 

右
決
議
す
る
。 
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（参考５） 

各段階で制定・改正等が必要となる主な法令等 

 

 

実用発電用原子炉の設置、運転等に

関する規則（改正） 

・発電用原子炉施設の劣化管理（記 

載事項、認可基準等） 

・長期停止炉に関する規定の整備等 

政令 

・施行期日を定める政令（制定） 

・準備行為の手数料を定める政

令（制定） 

原子力事業者等における使用前事業者検

査、定期事業者検査 、保安のための措置等

に係る運用ガイド（改正） 

・長期停止炉に関する規定の整備等 

実用発電用原子炉施設の長期施設管

理計画の審査基準（仮称） 

実用発電用原子炉施設の長期施設管理計画

の記載要領（仮称） 

実用発電用原子炉及びその附属施設

における発電用原子炉施設保安規定

の審査基準（改正） 

・長期停止炉に関する規定の整備等 

政令 

・施行期日を定める政令（制定） 

・核原料物質、核燃料物質及び

原子炉の規制に関する法律施

行令（改正） 

政令 規則 審査基準 ガイド類 

準備行為の施行（公布後６か月以内） 

本施行（公布後２年以内） 

（※）これらの他、上記の改正等に伴い形式的な変更が必要な規定の整備等を行う 

凡例 
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